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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
長
期
化
に
よ
り
影
響
を
受
け
る

子
育
て
世
帯
に
対
し
、
国
に
よ
る

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

対
象
児
童
①
か
ら
③
の
養
育
者
な

ど
の
う
ち
、
生
計
を
維
持
す
る
程

度
の
高
い
方（
所
得
制
限
あ
り
）

対
象
児
童

①
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当

（
本
則
給
付
）の
支
給
対
象
児
童

②
高
校
生
相
当
年
齢（
平
成
15
年

４
月
２
日
か
ら
平
成
18
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
児
童
。
配
偶
者
を
有

し
て
い
る
者
を
除
く
）

③
令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し
た

児
童
手
当（
本
則
給
付
）の
支
給
対

象
と
な
る
新
生
児

給
付
内
容

対
象
児
童
１
人
あ
た
り
　
現
金

10
万
円（
一
括
給
付
）

申
請

対
象
児
童
①
　
令
和
３
年
12
月
24

日
に
支
給
済
み

対
象
児
童
②
　
申
請
必
要

※
　
中
学
生
以
下
の
弟
妹
分
の
児

童
手
当
を
鶴
ヶ
島
市
か
ら
受
け
て

い
る
方
は
申
請
不
要
で
、
対
象
児

童
①
と
一
緒
に
支
給
済
み

対
象
児
童
③
　
出
生
届
時
に
申
請

案
内
を
し
て
い
ま
す
。

申
請
期
限

２
月
28
日
㈪（
必
着
）

※
　
新
生
児
は
除
き
ま
す

そ
の
他

　

・
支
給
対
象
者
と
思
わ
れ
る
方
に

１
月
４
日
付
で
申
請
書
類
な
ど
を

郵
送
し
ま
し
た
。
届
か
な
い
場
合

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
、
ま
た
は
窓
口
の
申
請

書
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
生
計
維
持
中
心
者
が
公
務
員
の

方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

※
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い

しあわせ共感しあわせ共感
安心のまち安心のまち
つるがしまつるがしま
の実現に向けて
の実現に向けて

児童の学習環境の向上を図るために全小学校(8校）の体育館にLED照明を導入しました。
LED照明は、スイッチを入れるとすぐに点灯し、とても明るく館内を照らします。また、消費電力を抑えることができ、
寿命も長く、破損しにくいので非常に経済的で環境にも優しい照明です。
明るさアップで、より快適な環境となった体育館。学習に運動に地域のイベントに・・・これまで以上に様々な機会に使
われるようになればと思います。	
なお、中学校(5校)の体育館については、令和2年度中にLED照明を導入済です。

全小学校の体育館にＬＥＤ照明を導入しました

【LED照明導入前】 【LED照明導入後】

令和2年度からスタートした「第6次鶴ヶ島市総合計画」。
市の将来像「しあわせ共感　安心のまち　つるがしま」の
実現に向けた取組などをお知らせします！

所得要件（児童手当の所得制限限度額）
扶養親族などの数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)

0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002
5人 812 1040

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 詳細はこちら
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国民年金保険料に関するＱ＆Ａ

国民年金保険料の納付は便利な口座振替で！ 

問合先　保険年金課国民年金担当

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
口
座
振

替
の
早
割
・
前
納
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
毎
月
納
付
書
で
納
付

す
る
よ
り
も
お
得
に
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限

は
翌
月
末
で
す
が
、「
早
割
」
で

は
当
月
末
に
引
き
落
と
し
す
る
こ

と
で
毎
月
50
円
安
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
６
か
月
分
、
１
年
分
、

２
年
分
を
一
括
で
口
座
振
替
す
る

「
前
納
」
で
は
、
よ
り
割
引
額
が

大
き
く
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
２
年
前
納
、
１
年
前
納
、

６
か
月
前
納（
４
月
～
９
月
分
）の

手
続
き
は
２
月
末
日
が
期
限
で
す

の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
か
ら
お
支
払
い
た
だ
く
こ
と

も
可
能
で
す
。

手
続
き
す
る
場
所

　
川
越
年
金
事
務
所
、
市
役
所
、

口
座
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機
関

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
、
通

帳
、
金
融
機
関
の
届
出
印（
口
座

振
替
手
続
き
の
み
）

付
加
年
金
制
度

　
国
民
年
金
に
は
付
加
年
金
と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、
定
額

保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ

と
で
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
し
込
ん
だ
月
か
ら
の
加
入

と
な
り
、
付
加
保
険
料
は
月
額

４
０
０
円
で
す
。

Ｑ.口座振替で納付している場合、厚生年金
へ加入したら口座振替は停止されますか？ 
Ａ．厚生年金の加入手続きがされた場合は停
止されます。しかし、厚生年金の加入手続き
には一定時間を要するため、引き落としがさ
れてしまう場合もあります（厚生年金と重複
した場合は、後日還付となります）。

Ｑ.1年間前納して途中で厚生年金に加入した
とき、重複して納めた国民年金保険料を返し
てもらうにはどうしたらいいですか？ 
Ａ．重複した期間が判明した場合、日本年金
機構から還付の書類が送付されますので必要
事項を記入し、返送してください。 

Ｑ.国民年金保険料を納めなかった期間があ
る場合、今から納めることができますか？ 
Ａ．国民年金保険料は、納付期限から2年以
内であれば納めることができます。

（例）令和2年1月分は、令和4年2月末まで納
付が可能

Ｑ.9月1日に60歳になります。1年前納での
口座振替をしていますが、どうなりますか？
Ａ．年度の途中で60歳になる方の前納期間
は60歳到達日（誕生日の前日）の属する前月
分までのため、令和3年4月から7月分までが
引き落としの対象となります。

Ｑ.付加保険料を納めた場合、どのくらいも
らえますか？
Ａ．付加保険料を納付することで、年金受給
時に「200円×納付月数」が加算されます。

（例）10年間付加保険料を納めた場合
「400円×120月＝4万8000円」
1年間の受給額「200円×120月＝2万4000円」 

Ｑ.保険料の支払いに利用できるクレジット
カードについて教えてください。 
Ａ．VISA、MasterCard、ダイナースクラブ、
JCB、アメリカンエキスプレス（アメックス）
のいずれかの国際ブランドマークの付いたカ
ードになります 。

【保険料を前納する場合】

振替方法 保険料額
(令和3年度) 割引額

毎月納付 1万6610円 －

前
納（
前
払
い
）

早割 1万6560円 50円	

6か月前納(口座振替) 9万8530円 1130円	

6か月前納(納付書・クレジットカード) 9万8850円 810円	

1年前納(口座振替) 19万5140円 4180円	

1年前納(納付書・クレジットカード) 19万5780円 3540円	

2年前納(口座振替) 38万2550円 1万5850円	

2年前納(納付書・クレジットカード) 38万3810円 1万4590円

【付加保険料込みで前納する場合】

振替方法 保険料額
(令和3年度) 割引額

毎月納付 1万7010円 －

前
納（
前
払
い
）

早割 1万6960円 －

6か月前納(口座振替) 10万 900円 1160円	

6か月前納(納付書・クレジットカード) 10万1230円 830円	

1年前納(口座振替) 19万9840円 4280円	

1年前納(納付書・クレジットカード) 20万 490円 3630円	

2年前納(口座振替) 39万1770円 1万6230円	

2年前納(納付書・クレジットカード) 39万3060円 1万4940円
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税の申告が始まります　書類の準備はお早めに！  

問合先　税務課市民税担当

対象地域を分けて申告の受付を行いますので、皆さんのご理解ご協力をお願いします。

市･県民税の申告が必要な方
令和4年1月1日時点において鶴ヶ島市に住民登録があり、
令和3年1月1日から12月31日までの1年間において次のい
ずれかに該当する方
（1）	営業、農業、不動産などの所得があった方
（2）	給与所得者で次に該当する方
　・勤務先から市に給与支払報告書の提出がなかった方
　・給与所得や公的年金に係る雑所得以外に所得がある方
（3）	所得控除の申告が必要な方
（4）	国民健康保険･後期高齢者医療制度に加入している所
得のない方または非課税所得（遺族年金など）のみの方
（5）	一人世帯で、所得のない方または非課税所得のみの方
（6）	配偶者の合計所得が1000万円超で、控除対象配偶者
とならない方
（7）	公的年金などの収入が400万円以下で所得税の申告が
不要な方のうち、市･県民税の申告が必要な方の（1）～（6）
に該当する方

市･県民税の申告が不要な方
（1）	令和3年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与
支払報告書が提出されている方（年末調整済の方）
（2）	所得が公的年金（国民年金･厚生年金など）のみの方
※　医療費控除や生命保険料控除など、源泉徴収票に書か
れていない各種控除の適用を受ける場合は申告が必要です
（3）	所得税の確定申告書を税務署に提出している方

申告を忘れずに！
市・県民税の申告は、市･県民税や国民健康保険税の算出
基礎になるものです。申告しなかった場合、国民健康保険
税などの軽減措置の適用が受けられなかったり、金融機関
からの借り入れや就学援助制度などに使用する課税証明書
などの各種証明書などの発行ができなかったりする場合が
ありますので、忘れずに申告してください。

1　申告が始まります

（1）	所得の計算に必要な書類
給与･年金所得者／源泉徴収票（原本）、源泉徴収票が発行
されない場合は、給与明細書や事業主による支払い証明書
など
その他の所得者／報酬の支払調書、帳簿書類など（収入金
額と必要経費の分かる書類など）
（2）	源泉徴収票に記載されている住所･氏名と現在の住所･
氏名が異なる場合は、住民票の写し
（3）	各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書
や領収書など（生命保険料･地震保険料の控除証明書、社会
保険料（※）･医療費控除の明細書（領収書は提出不要。ただ
し5年間の保管義務あり））
※　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
については、市から郵送した「社会保険料控除明細書（確
定申告用）」で対応できます
（4）	本人名義の預貯金口座番号の分かるもの（預貯金通帳･
キャッシュカードなど）
（5）	本人確認書類の写し（マイナンバーカード（表面）、運転
免許証、保険証など）
（6）	個人番号（マイナンバー）確認書類の写し（マイナンバ
ーカード（裏面）、通知カードなど）
※　その他の書類は、申告する内容によって異なります

2　申告に必要なもの（確定申告と市･県民税申告の共通）
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■市・県民税、確定申告の申告会場・日程
会　場 受付日 対象地域 受付時間

西市民センター 2月3日(木)・4日(金)
中新田、新町、上新田、町屋、高倉、脚折、
下新田、脚折町、羽折町

9時30分～11時30分、
13時30分～16時
※　駐車場が狭いため、公共交通
機関をご利用ください
※　開館時間(9時)前の来館は、
ご遠慮ください

大橋市民センター 2月7日(月)・8日(火)
柳戸町、太田ヶ谷、松ヶ丘、南町、
三ツ木新町、三ツ木、三ツ木新田

東市民センター 2月9日(水)・10日(木)
藤金、上広谷、五味ヶ谷、富士見、鶴ヶ丘、
共栄町

市役所

2月16日(水)～19日(土)、
21日(月)

西部地区
(脚折、脚折町、共栄町、高倉、下新田、
羽折町、中新田、新町、上新田、町屋、藤金)

平日／9時～11時、
13時30分～16時
土曜日／9時～11時
※　日曜日および祝日は受付をし
ません
※　開庁時間(8時30分)前の来庁
は、ご遠慮ください

2月22日(火)～26日(土)、
28日(月)

東部地区
(三ツ木、柳戸町、太田ヶ谷、上広谷、
五味ヶ谷、富士見、鶴ヶ丘、松ヶ丘、南町、
三ツ木新町、三ツ木新田)

3月1日(火)～15日(火) 全地域

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、確定申告は郵
送または電子申告で、市･県民税申告は郵送でお願いしま
す。申告会場は、毎年、大変混雑します。郵送または電子
申告（e-Tax）をご活用ください。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告特集ペー
ジ」で作成することができます。

【ステップ1】「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
・申告期間中は24時間いつでも利用できます。
・不明な点は電話（☎0570･01･5901）で問い合わせできます。
【ステップ2】　申告書を作成
・画面の案内に従って金額などを入力します。今年からス
マートフォンのカメラで自動入力ができます（給与所得の
源泉徴収票）。

3　コロナ禍でも安心！郵送、電子申告をご利用ください

【ステップ3】　申告書を提出
⇒印刷して提出（郵送料は自己負担）
※　コンビニなどのプリントサービス（有料）で印刷できま
す
⇒作成コーナーから電子（e-Tax）で送信
※　マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカード
リーダライタ、もしくは税務署で発行したID・パスワード
が必要です

国税庁HPはこちら

(1) 川越税務署
確定申告全般の受付。なお、還付申告については随時受け
付けています。
日時
2月1日(火)～3月15日(火)
※　平日9時～16時(8時30分から受付。混雑時は早めに締　
め切ることがあります)。2月20日(日)、27日(日)は受け
付けます
※　税務署への入場には「入場整理券」が必要となります。
入場整理券は当日会場で配布しますが、配布状況に応じて、
後日の来場をお願いする場合もあります。
また、オンライン(LINE)による事前の発行もあります
会場･問合先
川越税務署(川越市並木452-2／JR川越線南古谷駅から徒
歩7分)・☎235･9411（自動音声案内）
※　駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮ください

4　申告会場･日程

(2) 市役所(1階ロビー受付会場)、市民センター
市･県民税申告、所得税および復興特別所得税の確定申告。
次の方は、市の会場では受付できませんので、税務署で申
告をお願いします。
○過年分の確定申告
○分離所得の確定申告(株式の譲渡所得、土地・建物の譲
渡所得、申告分離課税を選択した配当所得、先物取引に係
る雑所得、その他)
○国外に居住する親族を被扶養者とする確定申告(源泉徴
収票に記載済の場合を除く)
○初年度の住宅借入金等特別控除の申告(2年目以降は可)、
その他住宅関係の控除に係る確定申告
○損失の繰越を伴う確定申告
○青色申告
○雑損控除や災害減免法による減免に係る確定申告
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・画面の案内に従って金額などを入力します。今年からス
マートフォンのカメラで自動入力ができます（給与所得の
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付けています。
日時
2月1日(火)～3月15日(火)
※　平日9時～16時(8時30分から受付。混雑時は早めに締　
め切ることがあります)。2月20日(日)、27日(日)は受け
付けます
※　税務署への入場には「入場整理券」が必要となります。
入場整理券は当日会場で配布しますが、配布状況に応じて、
後日の来場をお願いする場合もあります。
また、オンライン(LINE)による事前の発行もあります
会場･問合先
川越税務署(川越市並木452-2／JR川越線南古谷駅から徒
歩7分)・☎235･9411（自動音声案内）
※　駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮ください

4　申告会場･日程

(2) 市役所(1階ロビー受付会場)、市民センター
市･県民税申告、所得税および復興特別所得税の確定申告。
次の方は、市の会場では受付できませんので、税務署で申
告をお願いします。
○過年分の確定申告
○分離所得の確定申告(株式の譲渡所得、土地・建物の譲
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申告会場
（1）	来場の際はマスクを着用し、会場での検温・アルコー
ル消毒にご協力ください。風邪のような症状がみられる方
や体調不良の方は来場をお控えください。来場時、検温で
37.5度以上の発熱が確認された方や検温に応じていただけ
ない方は、申告会場への入場をお断りします。
（2）	定期的に会場の換気を行います。寒い場合があります
ので、各自で防寒対策をお願いします。
（3）	対象地域の日に都合が悪い場合は、対象地域外でも受
付を行います。

事前の準備をお願いします
お待ちいただく時間を短縮するため、会場では、必要な書
類が整っている方から受け付けます。医療費控除やセルフ
メディケーション税制に係る「明細書」が未作成の場合や
住宅借入金特別控除申告書、事業所得・不動産所得・農業
所得の「収支内訳書」が未作成の場合は、税額の計算がで
きないため、受付できませんので必ず事前にご記入をお願
いします。

よくある忘れ物について
○生命保険契約による一時所得またはその他の雑所得のあ
る場合→収入額および必要経費相当額を明らかにする書類
（所得額を算出するために必要）
○配当所得（総合課税：投資信託による収益の分配）のある
場合→投資信託における「株式：債権」の比率および「国
内株式：海外株式」の比率を明らかにする書類（特定口座
年間取引報告書など。配当控除額を算出するために必要）

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続きを
した方へ
確定申告または市･県民税申告を行った場合は、「ふるさと

5　必ずお読みください

納税ワンストップ特例制度」の申請は無効となります。申
告の際は、ふるさと納税に係る寄附金受領証明書を忘れず
に持参し、申告してください。

上場株式等の配当所得等に係る住民税の課税方式の
選択について
特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得金額に係
る所得（源泉徴収がある特定口座に係る所得）は、所得税と
異なる課税方式を選択することができます。市･県民税申
告書裏面「上場株式等の配当等に係る課税方式について（所
得税と異なる課税方式の選択）」の該当箇所を選択した上、
「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方
式の選択申出書」を納税通知書送達日前までに提出してく
ださい。

確定申告などで使用する諸証明の発行
問合先　介護保険課介護保険担当

確定申告および市･県民税申告の控除で、障害者控除対象
者認定書などが必要な方は、介護保険課で申請してくださ
い。また、介護保険の一部のサービスは医療費控除の対象
となる場合がありますので、川越税務署へお問い合わせく
ださい。
【障害者控除対象者認定書】
身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以
上で要介護1から要介護5の認定を受け、要件に該当する方
には、認定書を発行します。
【おむつ代の医療費控除確認書】
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師の証明書が必要
です。ただし、2年目以降で、要介護などの認定を受け、
要件に該当する方には、医師の証明書の代わりとなる確認
書を発行します。

■確定申告・住民税申告混雑予想日
2月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

申告会場 西市民
センター

大橋市民
センター

東市民
センター

市役所
西部地区

市役所
東部地区

混雑予想 △ ○ △ ○ △ ○ × × × △ △ × × × △ △

3月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

申告会場 市役所
全地域

混雑予想 × × × × △ △ △ △ △ × × × ×

■混雑予想時間
9：30 10：00 11：00 昼 13：30 14：00 15：00 16：00

各市民センター △ ○ ○ △ ○ ○ ○

9：00 10：00 11：00 昼 13：30 14：00 15：00 16：00
市役所 × △ × △ △

【凡例】
× かなり混みそう

△ やや混みそう

○ 少し混みそう
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まちづくりポイントに関するお知らせ 

問合先　地域活動推進課地域活動推進担当
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鶴ヶ島市国土強靱化地域計画(案)への 
意見を募集します

問合先　安心安全推進課防災担当

ふるさと納税返礼品のパートナー企業を
募集しています 

問合先　産業振興課商工労政担当

　
市
で
は
、
大
規
模
災
害
な
ど
が

起
こ
っ
て
も
機
能
不
全
に
陥
ら
な

い
よ
う
、
平
時
の
減
災
対
策
や
災

害
発
生
後
の
迅
速
な
復
旧
対
策
な

ど
、
行
政
全
体
の
施
策
に
関
わ
る

総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
計
画
「
鶴

ヶ
島
市
国
土
強
靱
化
地
域
計
画

（
案
）」
に
つ
い
て
、
市
民
コ
メ
ン

ト
制
度
に
よ
る
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
期
間
　
２
月
１
日
㈫
～
28
日

㈪提
出
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
連
絡

　
市
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返

礼
品
の
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　
商
品
だ
け
で
な
く
、
鶴
ヶ
島
に

来
て
、
遊
び
や
体
験
を
す
る
サ
ー

ビ
ス
提
供
型
の
返
礼
品
の
申
込
み

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ

と
納
税
記
念
品
と
し
て
紹
介
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
的
な
Ｐ
Ｒ

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
販

路
拡
大
な
ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。

返
礼
品
の
提
供
事
業
者
と
し
て
の
要
件

・
市
内
に
事
業
所
な
ど
が
所
在
し

て
い
る
こ
と

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
商
品
は
市
の
品
位
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
　
な
ど

先（
電
話
番
号
か
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
）、意
見
を
記
載（
様
式
は
自
由
）

し
、
メ
ー
ル（

10400090@
city.tsurugashim

a.lg.jp

）、

郵
送（
〒
３
５
０
―
２
２
９
２
住

所
不
要
）、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
ま

た
は
安
心
安
全
推
進
課
へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
口
頭
で
の
意

見
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

計
画（
案
）閲
覧
方
法
　
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

提
供
い
た
だ
く
返
礼
品
の
基
準

　
総
務
省
に
お
い
て
、
ふ
る
さ
と

納
税
返
礼
品
の
基
準
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
返
礼
品
と
し
て
申
込

み
い
た
だ
く
際
は
、
必
ず
基
準
を

満
た
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

地
場
産
品
基
準

・
市
内
に
お
い
て
返
礼
品
な
ど
の

原
材
料
の
主
要
な
部
分
が
生
産
さ

れ
た
も
の

・
市
内
に
お
い
て
返
礼
品
な
ど
の

製
造
、
加
工
そ
の
他
の
工
程
の
う

ち
主
要
な
部
分
を
行
う
こ
と
に
よ

り
相
応
の
付
加
価
値
が
生
じ
て
い

る
も
の
　
な
ど

※
　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
直

接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
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まちづくりポイントに関するお知らせ 

問合先　地域活動推進課地域活動推進担当

ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
に

た
め
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
の
有
効
期

限
に
つ
い
て

　
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

２
年
３
月
31
日
に
発
行
さ
れ
た
ま

ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
は
、
令
和
４

年
３
月
31
日
に
失
効
し
ま
す
。
お

早
め
に
交
換
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ポ
イ
ン
ト
の
確
認
お
よ
び
交
換

は
、
地
域
活
動
推
進
課
ま
た
は
各

市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
え
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
と
は

　
市
民
活
動
を
進
め
る
た
め
に
、

市
主
催
の
事
業
な
ど
に
参
加
し
た

場
合
に
発
行
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
で

す
。

ポ
イ
ン
ト
を
た
め
る
と

　
つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の
運

賃
や
施
設
使
用
料
な
ど
に
使
用
で

き
る
「
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
ク

ー
ポ
ン
券
」
や
、
市
内
の
地
域
支

え
合
い
協
議
会
と
そ
の
協
力
店
で

使
用
で
き
る
「
あ
り
が
と
う
券
」、

つ
る
ゴ
ン
タ
オ
ル
な
ど
の
商
品
と

交
換
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
応
援

し
た
い
団
体
へ
の
寄
附
も
で
き
ま

す
。

ポ
イ
ン
ト
を
た
め
る
に
は

　
広
報
つ
る
が
し
ま
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
マ

ー
ク
の
つ
い
て
い
る
事
業
の
中
か

ら
興
味
の
あ
る
事
業
を
見
つ
け
て

参
加
し
て
く
だ
さ
い（
ま
ち
づ
く

り
ポ
イ
ン
ト
発
行
対
象
事
業
に
は

左
の
よ
う
な
マ
ー
ク
が
表
示
さ
れ

て
い
ま
す
）。

ラ
ジ
オ
体
操
手
帳
の
ス
タ
ン
プ
な

ど
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト

の
発
行
に
つ
い
て

　
ラ
ジ
オ
体
操
な
ど
で
は
、
手
帳

に
押
さ
れ
た
ス
タ
ン
プ
を
ま
ち
づ

く
り
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
発
行
で
き

ま
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
年
度
で
管

理
し
て
い
る
た
め
、
３
月
末
ま
で

の
ス
タ
ン
プ
は
、
必
ず
翌
月（
４

月
）中
に
ポ
イ
ン
ト
発
行
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ポ
イ
ン

ト
発
行
の
手
続
き
の
際
は
、
市
民

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
地
域
活
動
推
進

課
に
ま
ち
づ
く
り
ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
と
ス
タ
ン
プ
手
帳
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
度
替
わ
り
は
窓
口
が

混
雑
す
る
た
め
、
２
～
３
か
月
を

目
安
に
定
期
的
な
ポ
イ
ン
ト
発
行

の
手
続
き
を
お
勧
め
し
ま
す
。

鶴ヶ島市国土強靱化地域計画(案)への 
意見を募集します

問合先　安心安全推進課防災担当

ふるさと納税返礼品のパートナー企業を
募集しています 

問合先　産業振興課商工労政担当

　
市
で
は
、
大
規
模
災
害
な
ど
が

起
こ
っ
て
も
機
能
不
全
に
陥
ら
な

い
よ
う
、
平
時
の
減
災
対
策
や
災

害
発
生
後
の
迅
速
な
復
旧
対
策
な

ど
、
行
政
全
体
の
施
策
に
関
わ
る

総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
計
画
「
鶴

ヶ
島
市
国
土
強
靱
化
地
域
計
画

（
案
）」
に
つ
い
て
、
市
民
コ
メ
ン

ト
制
度
に
よ
る
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

募
集
期
間
　
２
月
１
日
㈫
～
28
日

㈪提
出
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
連
絡

　
市
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返

礼
品
の
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　
商
品
だ
け
で
な
く
、
鶴
ヶ
島
に

来
て
、
遊
び
や
体
験
を
す
る
サ
ー

ビ
ス
提
供
型
の
返
礼
品
の
申
込
み

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ

と
納
税
記
念
品
と
し
て
紹
介
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
的
な
Ｐ
Ｒ

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
販

路
拡
大
な
ど
に
つ
な
が
り
ま
す
。

返
礼
品
の
提
供
事
業
者
と
し
て
の
要
件

・
市
内
に
事
業
所
な
ど
が
所
在
し

て
い
る
こ
と

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
商
品
は
市
の
品
位
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
　
な
ど

先（
電
話
番
号
か
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
）、意
見
を
記
載（
様
式
は
自
由
）

し
、
メ
ー
ル（

10400090@
city.tsurugashim

a.lg.jp

）、

郵
送（
〒
３
５
０
―
２
２
９
２
住

所
不
要
）、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
ま

た
は
安
心
安
全
推
進
課
へ
直
接
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
口
頭
で
の
意

見
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

計
画（
案
）閲
覧
方
法
　
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

提
供
い
た
だ
く
返
礼
品
の
基
準

　
総
務
省
に
お
い
て
、
ふ
る
さ
と

納
税
返
礼
品
の
基
準
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
返
礼
品
と
し
て
申
込

み
い
た
だ
く
際
は
、
必
ず
基
準
を

満
た
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

地
場
産
品
基
準

・
市
内
に
お
い
て
返
礼
品
な
ど
の

原
材
料
の
主
要
な
部
分
が
生
産
さ

れ
た
も
の

・
市
内
に
お
い
て
返
礼
品
な
ど
の

製
造
、
加
工
そ
の
他
の
工
程
の
う

ち
主
要
な
部
分
を
行
う
こ
と
に
よ

り
相
応
の
付
加
価
値
が
生
じ
て
い

る
も
の
　
な
ど

※
　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
直

接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
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見直してみよう　交通安全のこと

問合先　安心安全推進課交通安全・防犯担当 

令和3年12月31日で、市内での交通死亡事故ゼロ継続日数が815日となりました。
しかし、令和3年中に市内で発生した人身事故は213件で、これは、2日に1度は市内のどこかで人身事故が発生してい
る計算になります。
交通事故は、被害者だけでなく加害者にとっても、一瞬で幸せな日常を失ってしまう恐ろしいものです。
交通事故は一人ひとりの心掛け次第で未然に防げるということを忘れず、交通ルールを必ず守りましょう。

運転に不安を感じたら相談を
全国で高齢運転者による重大事故が発生していま
す。事故の運転者や家族によると、運転に不安があ
り、免許返納を検討していたケースも報じられてい
ます。
最近、運転をしていて「以前とちょっと違うな」「お
かしいな」などと不安を感じることや、うっかりし
たミスはありませんか？視野が狭くなる、記憶力・
判断力が低下する、反射神経が鈍くなるなど、加齢
とともに身体は変化します。右のチェックリストに
当てはまることが増えてきたら、これからの運転に
ついて考えたり、運転免許の自主返納について家族
で話し合ったりする時期かもしれません。
運転を続けることに不安がある高齢ドライバーの
方、また、家族の運転に不安を感じている方は、西
入間警察署にご相談ください。

高齢者の運転免許自主返納をサポートします
運転経歴証明書

「運転経歴証明書」は、埼玉県に居住する方で、５年
以内に、運転免許の有効期間内に自主的に免許証を
返納した方、または、免許が失効し、現に受けてい
る免許がない方が申請することにより取得ができま
す(自主返納から5年以上が経過している方や、交通
違反などにより免許取消となった方などは申請不可
)。身分証明書として使用でき、更新の必要はなく、
生涯有効です。

申請場所
・運転免許センター　月～金曜日、日曜日
・各警察署(自主返納と同時申請の場合のみ受付、鴻
巣警察署を除く)　月～金曜日　
※　祝日・年末年始は除く
受付時間
9時～11時、13時～15時30分
持ち物
・交付手数料　1100円
・運転免許証(自主返納と同時申請の方以外は、身分
証明書および運転免許証の取消通知書が必要)

シルバー・サポーター制度

「シルバー・サポーター制度協賛
事業所ポスター・ステッカー」
または「高齢者運転免許自主返
納ロゴマーク」のある店舗やタ
クシーで運転経歴証明書を提示
することで、様々な特典を受け
ることができます。

つるバス・つるワゴン特別乗車証
市内在住の70歳以上の方がつるバス・つるワゴンを利用す
る場合に、特別乗車証(緑色)を提示いただくことで、運賃
が無料になります。

申請場所　市役所健康長寿課、若葉駅前出張所、各市民セ
ンター
※　受付時間は各施設の開館時間に準ずる
持ち物　住所、氏名、生年月日の確認できるもの

運転チェックリスト
□　左右のウインカーを間違って出したり、
　　 ウインカーを出し忘れたりする
□　いつもの道順がすぐに思い出せない
□　駐車枠に合わせて停められない、
　　 車庫入れで壁や塀にこすった
□　信号や標識を無視して通行することがある
□　運転が荒くなったと言われた
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自転車を安全に利用しましょう

乗る前に点検を！　自転車の点検は「ブタベルサハラ」

自転車を安全に利用するためには、日頃の点検・整
備は欠かせません。安全に利用できない自転車に乗
ることは道路交通法違反となり、思わぬ事故を招く
原因となります。自転車各部の機能が正常に働くよ
うに、乗る前など、日常的に点検することが重要です。
日常点検の合言葉として「ブタベルサハラ」と覚え
ると間違えることなく点検することができます。

ブレーキが前後輪とも良くきくか

タイヤに空気は十分に入っているか

ベルがよく鳴るか

サドルがゆるんでいないか、両足先が地面につくか
ハンドルが曲がっていたり、グラグラしていないか
反射材が汚れていないか、よく見えるか
ライトが点灯するか

ヘルメットを着用しましょう
自転車事故の死亡原因では頭部損傷が圧倒的に多く、
ヘルメットを着用せずに事故にあった場合、着用時
と比べて致死率が約2.5倍になるとのデータもありま
す。ヘルメットを着用し、自分の身を守りましょう。
ヘルメットは、おでこが見えないよう水平にかぶり、
ずれたり、転倒時に脱げたりしないよう、あごひも
の長さを調節しましょう。

自転車損害保険等に加入しましょう
埼玉県では自転車の利用によって、他人にけがをさせた場
合に損害を補償できる保険などへの加入が義務付けられて
います。
近年、自転車事故による高額賠償事例が全国各地で見受け
られます。自転車保険には様々な種類があるので、自分や
家族に合うものを検討し、早めに加入しましょう。加入済
みの方は、忘れずに更新しましょう。

「第11次鶴ヶ島市交通安全計画」を策定しました
交通事故のない安全な社会の実現に向けて、総合的かつ長期的な施策をまとめた「第11次鶴ヶ島市交通安全計画」を策
定しました。誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、課題に即した各種交通安全対策を関係機関・団体と連
携して推進していきます。
計画期間　令和3～7年度　　目標　交通事故死者数0人
1　対策の重点
「高齢者・子供の交通安全の確保」「自転車・歩行者の安全利用の推進」「交差点における交通事故防止」
2　対策の方向
交通安全思想の普及徹底と人にやさしい道路交通環境の整備を推進する。

市町村交通災害共済に加入しましょう
交通災害共済は、埼玉県内の加入市町村がその住民の方々を対象に、共同で実施する公的共済制度です。皆さん
が会費を出し合い、交通事故により負傷した会員の方にお見舞金をお支払いする助け合いの制度です。
ワンコインでもしものときに備えましょう。
※　交通災害共済は、事故を起こしてしまったときに相手方の損害を補償するものではありません。
また、埼玉県内で加入が義務化されている自転車保険とも異なります

共済期間　4月1日(金)～令和5年3月31日(金)
年  会  費　500円╱人
加入受付　2月1日(火)～
加入申込　折込の加入申込書に必要事項を記入の上、市役所安心安全推進課、各市民
センター、若葉駅前出張所、または郵便局まで、会費を添えて持参
見舞金請求　交通事故によりけがをして見舞金請求を行う場合は、安心安全推進課交通安全・
防犯担当までお問い合わせください。
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今月の折込を
チェック！
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自転車を安全に利用しましょう

乗る前に点検を！　自転車の点検は「ブタベルサハラ」

自転車を安全に利用するためには、日頃の点検・整
備は欠かせません。安全に利用できない自転車に乗
ることは道路交通法違反となり、思わぬ事故を招く
原因となります。自転車各部の機能が正常に働くよ
うに、乗る前など、日常的に点検することが重要です。
日常点検の合言葉として「ブタベルサハラ」と覚え
ると間違えることなく点検することができます。

ブレーキが前後輪とも良くきくか

タイヤに空気は十分に入っているか

ベルがよく鳴るか

サドルがゆるんでいないか、両足先が地面につくか
ハンドルが曲がっていたり、グラグラしていないか
反射材が汚れていないか、よく見えるか
ライトが点灯するか

ヘルメットを着用しましょう
自転車事故の死亡原因では頭部損傷が圧倒的に多く、
ヘルメットを着用せずに事故にあった場合、着用時
と比べて致死率が約2.5倍になるとのデータもありま
す。ヘルメットを着用し、自分の身を守りましょう。
ヘルメットは、おでこが見えないよう水平にかぶり、
ずれたり、転倒時に脱げたりしないよう、あごひも
の長さを調節しましょう。

自転車損害保険等に加入しましょう
埼玉県では自転車の利用によって、他人にけがをさせた場
合に損害を補償できる保険などへの加入が義務付けられて
います。
近年、自転車事故による高額賠償事例が全国各地で見受け
られます。自転車保険には様々な種類があるので、自分や
家族に合うものを検討し、早めに加入しましょう。加入済
みの方は、忘れずに更新しましょう。

「第11次鶴ヶ島市交通安全計画」を策定しました
交通事故のない安全な社会の実現に向けて、総合的かつ長期的な施策をまとめた「第11次鶴ヶ島市交通安全計画」を策
定しました。誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、課題に即した各種交通安全対策を関係機関・団体と連
携して推進していきます。
計画期間　令和3～7年度　　目標　交通事故死者数0人
1　対策の重点
「高齢者・子供の交通安全の確保」「自転車・歩行者の安全利用の推進」「交差点における交通事故防止」
2　対策の方向
交通安全思想の普及徹底と人にやさしい道路交通環境の整備を推進する。

市町村交通災害共済に加入しましょう
交通災害共済は、埼玉県内の加入市町村がその住民の方々を対象に、共同で実施する公的共済制度です。皆さん
が会費を出し合い、交通事故により負傷した会員の方にお見舞金をお支払いする助け合いの制度です。
ワンコインでもしものときに備えましょう。
※　交通災害共済は、事故を起こしてしまったときに相手方の損害を補償するものではありません。
また、埼玉県内で加入が義務化されている自転車保険とも異なります

共済期間　4月1日(金)～令和5年3月31日(金)
年  会  費　500円╱人
加入受付　2月1日(火)～
加入申込　折込の加入申込書に必要事項を記入の上、市役所安心安全推進課、各市民
センター、若葉駅前出張所、または郵便局まで、会費を添えて持参
見舞金請求　交通事故によりけがをして見舞金請求を行う場合は、安心安全推進課交通安全・
防犯担当までお問い合わせください。
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スポーツ推進委員

教育委員会では、スポーツ基本法
に基づき、スポーツ推進委員を委
嘱しています。スポーツ推進委員は、
非常勤の地方公務員です。
スポーツ推進委員は、市が行うス
ポーツ事業において企画・運営に携
わるとともに、各種団体や学校、市
民センターなどが行う行事への協
力、市民の健康増進を目的としたニ
ュースポーツの普及などスポーツに
関する指導、助言を行います。
市では、次のとおりスポーツ推進
委員を募集します。
対　次の全ての要件に該当する方
(1)市内在住で20歳以上の方(令和
4年4月1日時点)
(2)スポーツに対して深い関心と理
解を有する方
(3)スポーツについて企画・指導・
助言ができ、熱意と能力を有する方
募集人数　若干名
任期　4月1日～令和6年3月31日
報　条例の規定により支給
他　申込書は、市ホームページか
らダウンロードするか生涯学習ス
ポーツ課でお受け取りください。
申	問　2月18日(金)までに申込書を
郵送(〒350-2292住所不要)、メール
( 10800050@city.tsurugashima.
lg.jp)または直接、生涯学習スポー
ツ課市民スポーツ担当
へ

全国一斉情報伝達訓練を行います

市では、全国瞬時警報システム(J
アラート)を設置しています。こ
れは、国から送られてくる緊急地
震速報や武力攻撃などの緊急情報
を、人工衛星などを通じて受信し、
市の防災行政無線で瞬時にお伝え
するシステムです。今回、国の主
導によりJアラート・全国一斉情報
伝達訓練を行います。
放送日時　2月16日(水)11時頃
放送内容　「(チャイム音)これは、
Jアラートのテストです。(繰り返
し3回)こちらは、防災つるがしま
です。(チャイム音)」
※　災害時などは訓練を中止する
場合があります
問　安心安全推進課防災担当

募　　集
公園等サポーター

市では「公園等サポート制度」を設
けています。市民の皆さんがサポー
タ―となり、市が管理する公園や広
場などを、市と協働で管理していた
だく制度です。制度に基づき、公園
の緑化や清掃活動にご協力いただけ
る「サポーター」を募集しています。
活動内容
■公園などの清掃・除草活動
■公園などの緑化・花植え活動　
など
市の支援内容
■清掃道具(ほうき・軍手・ごみ
袋)の支給または貸し出し
■花苗・移植ごてなどの支給また
は貸し出し　など
問　都市計画課公園緑地担当

申込はこちら

お知らせ
今月の納期

◆国民健康保険税第8期
◆介護保険料第8期
◆後期高齢者医療保険料第8期

つるバス・つるワゴンからのお知らせ

冬季期間中、雪の影響により運行
に遅れが生じることや、運行を見
合わせることなどがあります。皆
さんにはご迷惑をおかけしますが、
あらかじめご了承ください。
問　都市計画課交通政策担当

水質検査結果ガイドをご覧ください

水道企業団では、水道を安心して
ご利用いただくため、水質検査を
実施しています。検査結果は、水
質検査計画とともに「2020年度版
水道水水質検査結果ガイド」とし
て、2月下旬以降に中央図書館・分
室でご覧いただけます。
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水
課☎285・8138

埼玉りそな銀行ATMの入替作業

市役所に設置されている埼玉りそ
な銀行ATMは、機器の入替作業に
伴い、2月4日(金)8時30分から15
時頃まで利用できなくなります。
問　会計課会計担当

Infor-
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